
文京区私立保育所事業運営補助金交付要綱 

 

１３文福児第２５５９号平成１４年３月２９日区長決定 

１６文福育第１７号平成１６年４月１日改正 

１８文男保第１０号平成１８年４月１日改正 

１９文男保第１５０２号平成２０年２月１日改正 

２１文男保第７７１号平成２１年１１月１日改正 

２２文男保第１５４２号平成２３年２月１日改正 

２４文男保第２７９号平成２４年６月１日改正 

２５文男保第１１９１号平成２５年１１月１日改正 

２６文男保第２３８２号平成２６年１１月１日改正 

２７文男保第３２６４号平成２８年２月１日改正 

２８文子幼第９１５号平成２８年４月１日改正 

２８文子幼第３３３２号平成２９年３月１日改正 

２９文子幼第３７４９号平成３０年３月１９日改正 

３０文子幼第２９９号平成３０年４月２日改正 

３０文子幼第２４３５号平成３０年１０月１日改正 

３０文子幼第４９３６号平成３１年３月１３日改正 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区の区域内（以下「区内」という。）において児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号。以下「法」という。）第２４条第１項及び第２項の規定により保育を

行う児童の在籍する保育所等（以下「保育所等」という。）が実施する保育事業について、

当該事業に係る経費の一部を補助することにより、利用者負担の軽減及び保育サービス

の向上を図り、もって児童福祉の充実に資することを目的とする。 

 （通則） 

第２条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付については、この要綱に

定めるもののほか、文京区補助金等交付規則（昭和４９年１２月文京区規則第４４号）

の定めるところによる。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、区内において保育所等が実施する保育事業で

あって、次に掲げるものとする。 

⑴ １１時間保育事業（保育所等が１１時間開所による保育を行う事業をいう。以下同

じ。） 

 ⑵ 延長保育事業（保育所等が１１時間開所に加え、１時間以上保育時間の延長を行う

事業をいう。以下同じ。） 

 ⑶ 一時保育事業（保育所等が保護者の急病又は短時間勤務等に伴う一時的な保育需要

に対応するために自主的に実施する事業で、次の要件を満たすものをいう。以下同じ。） 



ア 専任の保育士を配置し専用の部屋を設けること。 

イ 日々の対象児童の受入れについて、保育需要に応じて弾力的に対応すること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業を実施するための経費の

うち、別表に掲げるものとする。 

（補助金の交付額及び交付時期） 

第５条 補助金の交付額は、別表に規定する算定基礎により算出した額とし、同表に規定

する補助の時期ごとに予算の範囲内で交付する。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、文京区私立保育

所事業運営補助金交付申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）を区長に提出

するものとする。 

２ 申請者は、前項の規定による申請を行うときは、次の各号に掲げる事業に応じ、当該

各号に定める書類を申請書に添付するものとする。 

 ⑴ １１時間保育事業 緊急通報装置の保守料に係る領収書等の写し（緊急通報装置保

守経費の補助について申請する場合に限る。） 

⑵ 延長保育事業 次に掲げる書類 

  ア 延長保育事業毎月初日在籍者名簿（別記様式第２号） 

  イ 延長保育事業実施状況報告書（別記様式第３号） 

  ウ 保育士の履歴書の写し（正規保育士雇用経費又は時間雇用保育士雇用経費の補助

について申請する場合に限る。） 

 （補助金の交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付を決定したときは文京区私立保育所事業運営補助金交付決定通知書（別記

様式第４号）により、不交付を決定したときは文京区私立保育所事業運営補助金不交付

決定通知書（別記様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求又は申請の撤回） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、区長に対し、速やかに文京区私立保育所事業運営補助金交付請求書（別記様式第６

号）により補助金の交付を請求するものとする。 

２ 補助事業者は、前条の規定による交付決定の通知の内容又はこれに付された条件に異

議があるときは、当該通知受領後指定する期日までに、申請の撤回を行うことができる。 

（交付決定の取消し） 

第９条 区長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと

き又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこの

要綱に違反したときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（補助金の返還） 

第１０条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該



取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定

めてその返還を命ずるものとする。 

（二重請求の禁止） 

第１１条 補助事業者は、補助金の対象となる経費のうち交付を受けたものを児童の保護

者に請求してはならない。 

（事業実施に係る書類の提出） 

第１２条 補助事業者は、各年度における事業実施に当たり、当該年度において初めて補

助金の交付申請をする月の末日までに、事業ごとの事業実施計画書及び予算書を区長に

提出するものとする。 

２ 一時保育事業に係る補助金の交付決定を受けた補助事業者は、当該事業を実施した月

の翌月１５日までに次に掲げる書類を区長に提出するものとする。 

⑴ 一時保育事業毎月初日登録者名簿（別記様式第７号） 

⑵ 一時保育事業実施報告書（別記様式第８号） 

３ 補助事業者は、事業が終了したときは、速やかに決算書を区長に提出するものとする。 

４ 区長は、前３項に規定するほか、内容審査に必要な関係書類の提出を求めることがで

きる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、子ども家

庭部長が別に定める。 

 

   付 則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

なお、文京区私立保育所保育事業補助金交付要綱（１３文福児第３３８号）、文京区私立

保育所一時保育事業運営補助金交付要綱（１２文福児第１１１１７号）及び文京区私立保

育所延長保育事業運営補助金交付要綱（２文厚児発第３４４号）は廃止する。 

 付 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２０年２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２３年２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。 

付 則 



この要綱は、平成２５年１１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年１１月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



　別　表

事業 経　　費
算　　定　　基　　礎

（算定して得た額に1円未満の端数がある場合は切り捨てる。）
補助の時期 備　　考

生牛乳購入費
四半期初日在籍児童数（※）×単価（23.10円）×1.5ｄｌ×保育実施日数
（年度途中に開設した施設については、四半期初日が開設前であった場合、開
設月の初日を四半期初日とする。）

※文京区に住所を有する児童とする。

保育内容充実費（教材費）
四半期初日在籍児童数（※）×単価（1,350円）
（年度途中に開設した施設については、四半期初日が開設前であった場合、開
設月の初日を四半期初日とする。）

※文京区に住所を有する児童とする。

嘱託医報酬費 保育実施月数×単価（32,896円） 分園を有する施設の場合、本園のみに加算する。

栄養士雇用費 保育実施月数×単価（143,000円）
公定価格における調理員の配置基準を超えて常勤栄養士（又は月
120時間以上の勤務実績があった非常勤栄養士）を雇用する場合
に加算する。

調理員雇用費 保育実施月数×単価（125,300円）
公定価格における調理員の配置基準を超えて常勤調理員（又は月
120時間以上の勤務実績があった非常勤調理員）を雇用する場合
に加算する。

緊急通報装置保守経費 保育実施月数×単価（2,625円）

保育所等整備事業補助金に基づき、緊急通報装置設置補助事業
で補助を受けた保育所に限る。
保守経費が補助単価を下回る場合は、実支出額を補助単価とす
る。

園外保育費
第３四半期初日３～５歳児在籍児童数（※）×単価（330円）
（年度途中に開設した施設については、第３四半期初日が開設前であった場
合、開設月の初日を第３四半期初日とする。）

１２月 ※文京区に住所を有する児童とする。

施設等整備費 9月初日在籍児童数（※）×単価（17,935円） ９月 ※文京区に住所を有する児童とする。

正規保育士雇用経費 保育実施月数×単価（454,670円）

時間雇用保育士雇用経費

時間雇用保育士数×保育実施日数×単価（1,330円）
（時間雇用保育士数については、別記様式第２号に記載の延長保育児童数が０
人の場合は０人、１人以上５人未満の場合は１人、５人以上１０人未満の場合は２
人、１０人以上の場合は３人として算定する。）

分園を有する施設の場合、本園・分園それぞれの延長児童数によ
り時間雇用保育士数を算出する。

補食費
延長保育児童数（※）×保育実施日数×単価（40円）
（延長保育児童数は別記様式第２号に記載の人数）

※文京区に住所を有する児童とする。

暖房費 期間中保育実施月数×単価（10,000円） １１月分から翌年３月分までに限る。

保育消耗品費
延長保育児童数（※）×単価（5,000円）
（延長保育児童数は別記様式第２号に記載の人数）

４月 ※文京区に住所を有する児童とする。

施設整備費 定額（1,500,000円） 随時 開始初年度に限る。

運営費（一時保育）

保育士雇用経費（正規保育士１人分及び非常勤保育士１人分）の1/2相当額を
補助する。

（保育実施月数×正規保育士単価（454,670円）＋保育実施月数×非常勤保育
士単価（159,800円））×1/2

毎月

(1) 11時間保育事業

四半期ごと
（６月、
９月、
１２月
及び
３月）

(2) 延長保育事業

毎月

(3) 一時保育事業
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